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総務企画専門委員会委員の変更について 

 

総務企画専門委員会委員の変更について、次の通り報告します。 

                           【令和２年５月２０日現在】 

 

                      （順不同・敬称略） 

所属機関・団体・役職名 新任者 前任者 

亀山市小中学校長会 会長 服部 鋼一 高嶋 浩史 

亀山市生活文化部まちづくり協働課 課長 北川 明美 深水 隆司 
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三重とこわか国体競技別リハーサル大会の開催について 

 

三重とこわか国体の開催に備え、県の「第 76 回国民体育大会 競技別リハーサル大

会開催基準要項」および「亀山市競技別運営基本計画」に基づき、国体における競技会

運営能力の向上を図るとともに、市民の国体に対する関心を高め、理解を深めるため、

県、競技団体及び関係機関と協力して、競技別リハーサル大会を開催します。 

 

＜開催概要＞ 

 〇軟式野球 

   大会名称：第４２回東日本軟式野球大会（１部） 

   開催期間：令和２年５月３０日（土）～３１日（日） ２日間 

   会  場：西野公園野球場 

   ※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、令和２年４月３日（金）に中止

が決定しました。 

 

 〇ウエイトリフティング 

   大会名称：内閣総理大臣杯第５７回全日本社会人ウエイトリフティング選手権大会 

        レディースカップ第１２回全日本女子選手権ウエイトリフティング選手 

権大会 

   開催期間：令和２年１１月２２日（日）～２６日（木） ５日間 

   会  場：西野公園体育館 
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議  案



 



三重とこわか国体亀山市案内所・休憩所設置要項（案） 

 

１ 目的 

この要項は、三重とこわか国体亀山市歓迎・接伴基本計画に基づき、三重とこわ

か国体（以下「大会」という。）に参加する選手、監督、役員、視察員、報道員お

よびその他関係者ならびに一般観覧者（以下「大会参加者等」という。）に対し、

競技、宿泊、交通、観光、物産等の案内を行う案内所および憩いの場・交流の場を

提供するための休憩所の設置に関して必要な事項を定める。 

 

２ 案内所の種類 

案内所は、総合案内所および受付案内所とする。 

 

３ 設置場所 

総合案内所は、関係機関と協議の上、主要駅等に設置し、受付案内所および休憩

所は、競技会場またはその周辺に設置する。 

 

４ 設置期間 

総合案内所、受付案内所及び休憩所の設置期間は、各競技会の開催期間の中で、

関係機関と協議の上、定めるものとする。 

 

５ 開催時間 

総合案内所の開設時間は、午前８時３０分から午後５時までの時間で、関係機関

等と協議の上、定めるものとする。また、受付案内所および休憩所の開設時間は、

開会行事または競技開始１時間前から競技終了または閉会行事終了後３０分まで

とする。ただし、必要に応じて変更できるものとする。 

 

６ 業務内容 

（１）総合案内所 

ア 競技会場、練習会場、競技日程等の案内に関すること。 

イ 宿泊、交通、観光および物産等の案内に関すること。 

（２）受付案内所 

ア 大会参加者等の案内および資料等の配布に関すること。 

イ 競技会場、練習会場、競技日程等の案内に関すること。 

ウ 交通、宿泊、観光および物産の案内に関すること。 

エ 障がい者への対応に関すること。 
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オ 遺失物・拾得物の取扱いに関すること。 

カ 問い合わせ等の対応および迷子の保護に関すること。 

キ 一般観覧者に対する案内に関すること。 

ク その他案内所に関すること。 

（３）休憩所 

ア 大会参加者等に対する各種飲食料の提供に関すること。 

イ 休憩所内のテーブルやイス、その周辺の整理整頓および衛生的な管理に関す

ること。 

 

７ 関係機関・団体等との連携 

案内所、休憩所の設置、業務運営等を円滑に行うため、関係機関・団体等との協

力を得て実施する。 

 

８ その他 

（１）この要項に定めるもののほか、案内所および休憩所の設置および運営に関して

必要な事項は別に定める。 

（２）競技別リハーサル大会における案内所および休憩所の設置について、この要項

を準用する。 
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三重とこわか国体亀山市遺失物・拾得物取扱要項（案） 

 

１ 目的 

この要項は、本市で開催される、三重とこわか国体（以下「大会」という。）の期

間中における、三重とこわか国体・三重とこわか大会亀山市実行委員会（以下「実

行委員会」という。）が占用する競技会場、練習会場、駐車場内等および実行委員会

が借り上げたシャトルバス内で、遺失物および拾得物の届け出があった場合の取扱

いについて、遺失物法（平成１８年法律第７３号）に基づき、必要な事項を定める。 

 

２ 取扱いおよび保管 

（１）遺失物または拾得物の届け出に係る取扱いは、実行委員会が設置する競技会場

内の受付案内所で実施するものとし、三重とこわか国体亀山市実施本部総務部総

務班（以下「総務班」という。）が取扱業務および一時保管を行うこととする。 

（２）総務班は、盗難、紛失等の事故がないよう、拾得物をあらかじめ定められた保

管場所に保管する。 

（３）その日の業務終了までに遺失者が判明しない場合、高額な物品または保管する

ことが適当でないと認められるものについては、速やかに実行委員会事務局へ引

き継ぐものとする。 

 

３ 届け出の処理 

（１）拾得物の届け出を受けた場合は、拾得物受理書（様式第１号）に必要事項等を

記入のうえ、拾得者に対して拾得物預り書（様式第２号）を交付するとともに、

拾得物一覧簿（様式第３号）に記入し、拾得物名札（様式第４号）を取り付け一

時保管する。 

ただし、拾得者が一切の権利を放棄したときは、拾得物預かり書は拾得者に交

付しないものとする。 

（２）遺失物の届け出を受けた場合は、遺失物届出書（様式第５号）の提出を受け、

遺失物一覧簿（様式第６号）に記入した後、拾得物一覧簿と照合し、該当する物

件がなかった場合には、当該遺失者に対して、亀山警察署へ届け出るよう説明す

る。 

 

４ 遺失物の返還および拾得者への通知 

（１）遺失者から遺失物届出書の提出を受け、遺失者に遺失物を返還する場合、遺失

者本人であることを確認するとともに、遺失物受理書（様式第７号）を作成し、

遺失物受理書の遺失者への返還欄に署名を受ける。この場合において、本人であ
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ることの確認は、運転免許証による届出人の住所、氏名の確認および遺失物の内

容と拾得物との照合により、必ず複数の職員で行う。 

（２）遺失者の代理人に遺失物を返還する場合、委任状（様式第８号）を受理した後

に、運転免許証等で遺失者の代理人であることを確認するとともに、遺失物受理

書の遺失者への返還欄に署名を受ける。 

（３）拾得物を遺失者に返還したときは、実行委員会事務局が拾得物返還通知書（様

式第９号）を作成し、拾得者に通知する。 

 

５ 拾得物の引継ぎおよび警察署への届出等 

（１）総務班は、競技会場における競技終了までに、一時保管している拾得物の遺失

者が判明しない場合は、当該拾得物を実行委員会事務局に引き継ぐものとする。 

（２）実行委員会事務局は、前号の拾得物を拾得の日から１週間以内に拾得物受理書

（写し）と拾得物届出書（様式第１０号）を添えて亀山警察署に引き継ぐものと

する。ただし、２（３）により引き継いだ拾得物については、亀山警察署と協議

のうえ速やかに引き継ぐものとする。 

（３）実行委員会事務局は、拾得物を亀山警察署に引き継いだ後に、遺失の申し出が

あった場合は、亀山警察署に引き継いだ旨を、申し出者および亀山警察署に伝え

る。 

 

６ その他 

（１）この要項に定めるもののほか、遺失物・拾得物の取扱いについて必要な事項

は別に定める。 

（２）競技別リハーサル大会における遺失物、拾得物の取扱いについて、この要項を

準用する。 
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様式第１号                 開催中の競技(大会種別)                                

受 理 会 場                

拾 得 物 受 理 書 

拾得物受理番号 第     号 

受 理 日 時 令和  年  月  日（  ） 午前・午後  時  分 

拾 得 日 時 令和  年  月  日（  ） 午前・午後  時  分頃 

拾 得 場 所  

※ 拾 得 者 

住所  

フリガ

ナ 

 

氏名  

電話 自 宅（   ）   － 携・勤（   ）   － 

物 件 

現金 

総額 金額内訳 

円 

金種 数 金種 数 金種 数 

10,000円  500円  ５円  

5,000円  100円  １円  

2,000円  50円  
  

1,000円  10円  

物品 
品名 形状・特徴・在中品の内訳等 点数 

  点 

拾 得 者 の 権 利 □ 有権     □ 棄権     □ 失権 

拾 得 者 の 同 意 
遺失者に対する告知同意 
    □氏名   □住所   □電話番号 

拾 得 物 預 り 書 交 付 日 時 令和  年  月  日（  ）午前・午後  時  分 

※権利放棄

の 報 告 

権 利 放 棄 書 

上記の物件に対する  □ 一切の権利を放棄します。 

           □ 報労金の請求権を放棄します。 

           □ 所有権を放棄します。 

令和  年  月  日  

三重とこわか国体・三重とこわか大会亀山市実行委員会 

会  長   櫻 井 義 之  様 

拾得者氏名              （自署） 

備 考  

取 扱 担 当 者  

 ※ 太枠内は、拾得者本人が記入してください。 
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様式第２号                 開催中の競技(大会種別)                                

受 理 会 場                

拾 得 物 預 り 書 

拾得物受理番号 第     号 

受 理 日 時 令和  年  月  日（  ） 午前・午後  時  分 

拾 得 日 時 令和  年  月  日（  ） 午前・午後  時  分頃 

拾 得 場 所  

※ 拾 得 者 

住所  

フリガ

ナ 

 

氏名  

電話 自 宅（   ）   － 携・勤（   ）   － 

物 件 

現金 

総額 金額内訳 

円 

金種 数 金種 数 金種 数 

10,000円  500円  ５円  

5,000円  100円  １円  

2,000円  50円  
  

1,000円  10円  

物品 
品名 形状・特徴・在中品の内訳等 点数 

  点 

上記の物件を預かりました。 

令和  年  月  日    

三重とこわか国体・三重とこわか大会亀山市実行委員会 

会  長   櫻 井 義 之 

取扱者氏名                印 

※取扱い者名および印のないものは無効です。 

注１ この預り書は、あなたが標記の物件の所有権を取得し、その物件を受け取る場合に必要ですから、紛

失しないように大切に保管してください。 

 ２ 落とし主が判明したときは、標記物件を返還するとともに、お礼の連絡を取っていただくようにお伝

えします。拾得者であるあなたは、拾得物の評価額の5～20%の２分の１の範囲内で報労金（相当物品）

を受け取ることができます。（権利放棄された方は該当しません。） 

 ３ 落とし主が判明しないときは、拾得物受理書（様式第１号）を本日から１週間以内に亀山警察署へ提

出します。なお、警察署が公告をした後３か月以内にその落とし主が判明しないときは、あなたがこの

物件の所有権を取得できます。（権利放棄された方は該当しません。）ただし、禁制品や個人情報に関

わる物件などについては、所有権の取得は認められていません。 

 ※ 公告期間の満了により拾得物の所有権を取得した場合、所有権を取得した日から２か月以内に物件を

警察署長等から引き取らないときは所有権を失いますのでご注意ください。 
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様式第４号 

 

 

拾 得 物 名 札 

拾 得 物 受 理 番 号 第      号 

拾 得 物 受 理 年 月 日 令和   年   月   日 

拾 得 物 拾 得 年 月 日 令和   年   月   日 

フ リ ガ ナ  

拾 得 者  

拾 得 物 件 

現 金 円 

物 品  

取 扱 者 氏 名  
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様式第５号                 開催中の競技(大会種別)                     

受 理 会 場                

遺 失 物 届 出 書 

届 出 書 受 理 番 号 第     号 

届 出 日 時 令和  年  月  日（  ） 午前・午後  時  分 

遺 失 日 時 令和  年  月  日（  ） 午前・午後  時  分頃 

遺 失 場 所  

遺 失 者 

住所  

フリガナ  

氏名  

電話 自 宅（   ）   － 携・勤（   ）   － 

物 件 

現金 

総額 金額内訳 

おおよそでも記入 

すること        

       円 

金種 数 金種 数 金種 数 

10,000円  500円  ５円  

5,000円  100円  １円  

不明 
2,000円  50円  

不明 
1,000円  10円  

物品 

品名 形状・特徴・在中品の内訳等 点数 

  点 

備 考 届出者へ本書の写しを交付すること 

取扱担当者  

 

【遺失物が判明しない場合】 

※ 当該遺失物届出書は、本会場内で照合するためのものであり、警察署への届出はご本人で

お願いします。  

連絡先   亀山警察署 会計課  ０５９５－８２－０１１０（代表） 

 

【遺失物が判明した場合】 

※ 遺失物法第１３条第２項に準じ、拾得者が遺失者に対し、氏名・住所・電話番号を告知する

ことに同意している場合、あなたの氏名・住所・電話番号を拾得者に告知します。 

（拾得者が権利を放棄された場合は該当しません。） 

※ 標記物件の返還後、拾得者にお礼の連絡を取っていただきます。あなたには、報労金（相当

物品）の支払義務がありますので、お互いに話し合って下さい。 

※ 拾得者には、拾得物の評価額の 5～20%の２分の１の範囲内で報労金（相当物品）を受け取

ることができる権利について、伝えてあります。 
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（裏面）                  開催中の競技(大会種別)                     

受 理 会 場                

遺 失 物 届 出 書（受付用（表面参照）） 

届 出 書 受 理 番 号 第     号 

届 出 日 時 令和  年  月  日（  ） 午前・午後  時  分 

遺 失 日 時 令和  年  月  日（  ） 午前・午後  時  分頃 

遺 失 場 所  

遺 失 者 

住 所  

フリガナ  

氏 名  

電 話 自 宅（   ）   － 携・勤（   ）   － 

物 件 

現 金 

総額 金額内訳 

おおよそでも記入 

すること        

       円 

金種 数 金種 数 金種 数 

10,000円  500円  ５円  

5,000円  100円  １円  

不明 
2,000円  50円  

不明 
1,000円  10円  

物 品 

品名 形状・特徴・在中品の内訳等 点数 

  点 

備 考  

取扱担当者  

※ 拾得物一覧簿と照合し、該当する物件がなかった場合には、当該遺失者に対して、亀山警

察署へ届け出るよう説明すること。 

 

拾得物一覧簿に該当する物件があった場合 

連 絡 日 時 令和  年  月  日（  ） 午前・午後  時  分 

取 扱 担 当 者  

拾 得 物 
受 理 番 号 

 第    号 

連絡結果 

 □ 遺失者本人に連絡      令和  年  月  日 

 □ 遺失者本人に返還      令和  年  月  日  

 □ 拾得者へ電話連絡      令和  年  月  日 

 □ 拾得者へ返還通知書送付   令和  年  月  日 

 □ 拾得者の返還通知希望なし  
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様式第７号                 開催中の競技(大会種別)                     

受 理 会 場                 

   

遺 失 物 受 領 書  

拾 得 物 受 理 番 号 第     号 届出書受理番号 第     号 

拾 得 日 時 令和  年  月  日（  ） 午前・午後  時  分頃 

拾 得 場 所  

拾 得 者 

住所  

フリガナ  

氏 名  

拾 得 物 件 

現 金 

 金            円 

 内訳  10,000円    枚    100円    枚 

      5,000円    枚     50円    枚 

      2,000円    枚     10円    枚 

      1,000円    枚     5円    枚 

       500円    枚     1円    枚 

物 品 点  

 上記の物件を受領しました。 

 

  令和  年  月  日 

 

  三重とこわか国体・三重とこわか大会亀山市実行委員会 

       会  長     櫻 井 義 之 様 

 

 

住 所                    

氏 名                      印 

電話番号その他の連絡先 

  ※遺失者本人が受領し自署する場合のみ印不要    

本 人 確 認 

 □ 運転免許証（№                  ） 

 □ その他（                     ） 

返 還 担 当 者  

※ 太枠内は、届出者が記入してください。 
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様式第８号 

 

 

 

委 任 状 

 

 

 

遺失物の受け取りを下記の者に委任しました。 

 

 

 

受任者住所                                  

 

 

氏名                   委任者との関係        

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

 

委任者（遺失者）住所                     

 

 

氏名                印 

 

  

-15-



様式第９号 

 

 

拾 得 物 返 還 通 知 書  

 

 

令和  年  月  日  

 

 

                様 

 

 

三重とこわか国体・三重とこわか大会亀山市実行委員会 

会  長    櫻 井 義 之 

 

 

令和  年  月  日に、あなたから拾得の届け出がありました物件（     ）は、 

令和  年  月  日に下記の方に返還いたしました。 

あなたには、遺失物法の定めるところにより、下記の方に物件の評価額の５～２０％の２分

の１の範囲内で報労金（相当物品）の支払いを請求できます。 

下記の方から連絡がありましたら、お互いに話し合ってください。 

なお、下記の方には、報労金（相当物品）の支払義務があることを伝えてあります。 

 

 

記 

 

 

返還を受けた方 

 

 

住 所                            

 

氏 名                            

 

電 話      （   ）        
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三重とこわか国体亀山市売店設置運営要項（案） 

 

１ 目的 

この要項は、三重とこわか国体亀山市歓迎・接伴基本計画に基づき、全国から訪

れる選手、監督、大会関係者および一般観覧者（以下「大会参加者」という。）の

便宣を図るとともに、本市の魅力あふれる観光・文化・産業等を広く紹介し、併せ

てその振興に資するため、三重とこわか国体の開催時における売店の設置および運

営等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

２ 設置場所 

売店の設置場所は、三重とこわか国体・三重とこわか大会亀山市実行委員会（以

下「実行委員会」という。）が定めた場所に設置する。 

 

３ 設置期間および開設時間 

売店の設置期間は、競技会の開催期間中とし、開設時間は、原則として競技開始

時間の１時間前から競技終了時刻の３０分後までとする。ただし、実行委員会は、

必要に応じてこれを変更できるものとする。 

 

４ 出店数および位置・規模 

売店の出店数は、実行委員会が決定し、出店規模は、１店舗あたり約２０ｍ２（２

間×３間テント相当）とする。ただし、実行委員会は、出店状況に応じて、これを

調整できるものとする。 

 

５ 出店品目 

売店の業種は、大会参加者の便宣を図るもの、亀山市の特産等を紹介するもの、

その他実行委員会が認めるものとし、売店における販売品目は、次に揚げるものと

する。 

（１）国体記念グッズ 

（２）スポーツ用品 

（３）郷土物産品および土産品 

（４）飲食物 

（５）宅配便 

（６）その他実行委員会が必要と認めたもの 

 

６ 出店者条件 

-18-

議案第３号



売店の出店者は、次のいずれも満たす者とする。 

（１）競技会開催中、この要項で定める開設時間を遵守し、継続して出店できること。 

（２）法令等により、許可または登録を必要とする営業については、当該許可または

登録を受けていること。 

（３）申請書提出日から起算して過去１年間に法令等に違反したことによる処分を受

けていないこと。 

（４）飲食物販売の出店者については、申請書提出から起算して３年間に食中毒発生

時等による行政処分を受けていないこと。 

（５）申請書提出日において、納税義務が履行されていること。 

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）または法第２条第

２号に規定する暴力団もしくは、暴力団員と密接な関係を有する者（以下「暴力

団員等」という。）でないこと。 

（７）従業員として、暴力団員および暴力団員等を使用し、または雇用していないこ

と。 

 

７ 経費の負担 

売店の運営に要する経費は、出店者が負担する。ただし、実行委員会が準備する

出店に伴う設備等に係る経費は除くものとする。 

 

８ 運営設備等 

（１）実行委員会は、出店に伴う設備等のうち、テント（１張）、長机（６台以内）、

椅子（４脚以内）を準備する。 

（２）出店者は出店に伴う設備のうち、実行委員会が準備する物以外の備品および設

備等を準備するものとする。なお、実行委員会の許可を受けて火気を使用する出

店者にあっては、区画内に消火器を設置しなければならない。 

 

９ 出店申請 

出店希望者は、実行委員会が定める期日までに「売店出店申請書（様式第１号）」、

「売店出店概要書（様式第２号）」、「売店従事者名簿および搬入車両予定表（様式

第３号）」、「誓約書兼承諾書（様式第４号）」にその他必要な書類を添えて、実行委

員会に提出するものとする。 

 

１０出店者の選定 

実行委員会は、９に規定する申請があったときは、この要項に基づき審査すると
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ともに、売店の設置目的、来場者のニーズ、郷土物産品のＰＲ等を考慮し、適当で

あると認めた者を出店者として選定する。ただし、当該申請したものが、次のいず

れかに該当するときは、実行委員会は当該申請をした者を優先して選定し、これに

よりがたいときは抽選による選定とする。 

（１）亀山市内に事業所または店舗等を有する者 

（２）売店等の取り扱い品目に係る業種別協議会、連合会、協同組合等の団体、社会

福祉施設等 

（３）その他、実行委員会が適当と認めた者 

 

１１出店料 

（１）出店者として選定を受けた者は、別に定めた出店料を実行委員会に納付しなけ

ればならない。なお、出店料の納付に係る経費は出店者として選定を受けた者が

負担するものとする。 

（２）実行委員会は、出店者として選定を受けた者が、次のいずれかに該当する者と

して認めるときは、出店料を免除することができる。 

ア 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（平

成２４年法律第５０号）に規定する障害者就労施設等 

イ 公共的目的を持って出店する国または地方公共団体 

ウ その他、実行委員会が認めた者 

（３）出店料の免除を受けようとする者は、売店出店料免除申請書（様式第７号）を

提出し、実行委員会の承認を受けなければならない。 

（４）既に実行委員会に納付した出店料の還付はしないものとする。ただし、特別な

理由があると認められるときは、出店料の全部または一部を還付することができ

るものとする。 

 

１２出店許可証の交付 

実行委員会は、出店者として認めた者に対して、売店許可決定通知書（様式第５

号）を発行する。また、出店料の納付を確認した後、売店出店許可証（様式第６号）

を交付する。 

 

１３保健所への手続き 

臨時営業許可を必要とする出店者の場合で、売店許可決定通知書を受け取ったと

きは、速やかに管轄保健所に必要な届出を行い、管轄保健所の収受印が押された許

可申請書の写しを実行委員会に提出しなければならない。 
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１４管理運営 

（１）売店における販売品および売店備品等の管理は、出店者の責任において行うも

のとし、火災、盗難、その他不可抗力による災害に対しても、実行委員会は、一

切責任を負わない。 

（２）出店者は、売店責任者を定め、常駐させ、実行委員会に報告しなければならな

い。売店責任者に変更があったときも同様とする。 

（３）売店責任者は、実行委員会が競技会場に置く係員（以下「係員」という。）の

指示に従い、当該売店の管理運営にあたらなければならない。 

（４）食品を取り扱う売店責任者は、販売等が衛生的に行われるよう、従事者の指導

に努めなければならない。 

 

１５禁止事項 

出店者およびその従業員は、次に揚げる行為をしてはならない 

（１）出店者の権利を第三者に譲渡、転貸または管理運営を委託すること。 

（２）商品を不当に高額な価格で販売すること。 

（３）指定された場所以外での立ち売りおよび呼び込み販売をすること。 

（４）指定された場所以外で飲食物の調理、加工等をすること。 

（５）アルコール飲料および危険物を販売すること。ただし、実行委員会が土産品と

して認めたアルコール飲料は除く。 

（６）実行委員会が、土産品と認めたアルコール飲料の試飲を行うこと。 

（７）許可された品目以外の物の販売を行うこと。 

（８）拡声器および音響器具類を使用すること。 

（９）火気を使用すること。ただし、実行委員会が認めたものは除く。 

（１０）その他、各競技会の運営に支障があるような行為をすること。 

 

１６遵守事項 

出店者およびその従事者は、次の事項を遵守しなければならない。 

（１）実行委員会が交付する売店出店許可証を店頭の見やすい位置に掲示すること。 

（２）売店およびその周辺の清掃は、出店者の責任において行い、発生したごみは毎

日持ち帰り、環境美化に努めること。 

（３）販売品の搬入搬出に使用する車両は、実行委員会が交付する通行許可証を指定

された位置に掲示すること。 

（４）販売品等の搬入、陳列および搬出は各競技会の運営に支障をきたさないよう、

実行委員会が指示した時間までに完了させること。 

（５）服装は、清潔かつ従事者であることが確認できるものを使用すること。 
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（６）接客に当たっては、おもてなしの心で親切、丁寧な対応を心がけること。 

（７）販売品には、関係法令等の定めるところにより、適切な表示を行い、販売価格

を明示すること。 

（８）売店の装飾は、販売品を表示するものを主体とし、宣伝広告用のものは掲示し

ないこと。 

（９）天候の悪化等の事情により、実行委員会がやむを得ず危険回避等のために、撤

去命令等の指示を出したときは、その指示に従うこと。 

（１０）実行委員会が主催する出店者説明会には、必ず出席すること。 

（１１）従事者の変更、追加、削除等があった場合には、直ちに実行委員会に報告す

ること。なお、変更、追加の報告の際には、当該従事者の本人確認書類を添付す

ること。 

（１２）その他、関係法令を遵守するとともに、実行委員会の指示に従うこと。 

 

１７事故等の処理 

売店において事故等が発生した場合は、売店責任者は初期対応にあたるとともに、

直ちに係員に連絡し、その指示に従うものとする。また、不審者または不審物を発

見したときは、売店責任者は直ちに係員に連絡するとともに、その指示に従うもの

とする。 

 

１８損害賠償 

出店者およびその従事者が会場内の施設または第三者に対して損害を与えたと

きには、その損害賠償の責任を負うものとする。 

 

１９許可の取消し 

実行委員会は、出店者が次のいずれかに該当したときは、売店出店許可を取り消

し、撤去命令を出すことができるものとする。なお、この場合において、出店者は

実行委員会に対して、損害賠償および既に実行委員会に納付した出店料の返還を請

求することができないものとする。 

（１）関係法令およびこの要項に違反したとき。 

（２）売店出店許可証の交付を受けた者が、虚偽の申請又は不当な手段により許可を

受けたことが判明したとき。 

（３）保健所からの指示があったとき。 

（４）その他、実行委員会が不適当と認めたとき。 

 

２０原状回復 
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出店者は、出店を許可された各競技会終了後、速やかに出店に要した物品等を搬

出して原状回復し、係員の検査を受けなければならない。この場合において、出店

者が原状回復を怠ったときは、実行委員会が当該出店者に代わってこれを行い、要

した費用を当該出店者に請求することができるものとする。 

 

２１補填および補修 

（１）出店者は、収益が得られなかった場合でも、その損害の補填および補償を実行

委員会に請求することができないものとする。 

（２）出店者は、天候不良（自然災害を含む）等、実行委員会が予測できない理由に

より、出店が中止または縮小になった場合でも、出店準備で生じた経費等の補償

を、実行委員会に請求することができないものとする。 

 

２２その他 

（１）この要項に定めるもののほか、売店の募集、設置および運営の実施に関して必

要な事項は別に定める。 

（２）競技別リハーサル大会における売店の設置及び運営については、各競技会の規

模に応じて、この要項に準じ実施するよう努めるものとする。 
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様式第１号  

令和  年  月  日  

 

三重とこわか国体・三重とこわか大会亀山市実行委員会 

会 長 櫻 井 義 之  様  

 

申請者 住所                 

商号または名称  

代表者名            印  

電話番号 

 

売 店 出 店 申 請 書 

 

三重とこわか国体において、亀山市実行委員会が運営する競技会場内に､売店を出店した

いので、三重とこわか国体亀山市売店設置運営要項を遵守の上､下記のとおり申請します 。 

記 

１ 出店希望会場 

※出店希望欄に〇を記入してください。 

※店舗は原則１出店者あたり１競技に１店舗とし、競技会の開催期間中は毎日営業すること。 

※店舗の大きさは１店舗約２０㎡ （２間×３間のテント１基） 

 

２ 出店希望形態  テント ・ ケータリングカー ・ その他（       ） 

 

３ 添付書類  

・様式第２号から様式第４号 

・営業に必要な許可または登録を受けていることを証する書類の写し 

  ・売店責任者および従事者の本人確認書類（免許証、パスポートの写しなど公的機関

が発行したもの） 

 

※様式第２号および様式第３号は、出店を希望する会場ごとに 1部ずつ添付してください。 

出店 

希望 

出店会場 

（競技会場） 
開催競技 競技会の開催期間 

 亀山市西野公園 

野球場 
軟式野球 令和３年９月２６日（日）～２７日（月） 

 亀山市西野公園 

体育館 

ウエイト 

リフティング 
令和３年９月３０日（木）～１０月４日（月） 
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様式第２号 

売 店 出 店 概 要 書 

（ふりがな） 

商 号 ま た は 名 称 

 

（ふりがな） 

代表者役職名および氏名 

 

代 表 者 生 年 月 日 年   月   日 

所 在 地 
〒 

連 絡 先 【電話】         【FAX】 

出 店 担 当 者 【氏名】          【携帯電話】 

業       種  

主 要 取 扱 品 目 

（該当品目を〇で囲んでください。） 

国体記念グッズ ・ スポーツ用品 ・ 郷土物産品、土産品 ・ 飲食物 

宅配便 ・ その他（                    ） 

営 業 開 始 年 月 日    年    月    日  従事者数 人 

営業に関して取得した

許可等の種類 

種類 番号 取得年月日 

  年  月  日 

過去１年間法令違反

等 処 分 歴 の 有 無 
有 ・ 無 

過去３年間食中毒発生 

事 故 歴 の 有 無 
有 ・ 無 

 

販売品目・価格等一覧表 出店希望会場（会場名：       競技名：       ） 

NO 商品名 予定数量 販売価格 備考（承認番号等） 

１     

２     

３     

４     

５     

６     

７     

８     

９     

１０     

※販売品目が多数の場合は、別紙で提出することも可能です。 
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様式第３号                 

 

売店従事者名簿および搬入車両予定表 

商号または名称 （                            ） 

出店希望会場  （会場名：         競技名：           ）  

１ 従事者名簿 

従事日 売店責任者 従事者 従事者 従事者 

月  日 

（ふりがな） （ふりがな） （ふりがな） （ふりがな） 

    

月  日 

（ふりがな） （ふりがな） （ふりがな） （ふりがな） 

    

月  日 

（ふりがな） （ふりがな） （ふりがな） （ふりがな） 

    

月  日 

（ふりがな） （ふりがな） （ふりがな） （ふりがな） 

    

月  日 

（ふりがな） （ふりがな） （ふりがな） （ふりがな） 

    

※売店責任者および従事者にはふりがなを記入してください。 

 

２ 車両予定表 

車両の種類 車両ナンバー 駐車場の使用 備考 

  有 ・ 無  

  有 ・ 無  

  有 ・ 無  

  有 ・ 無  

※車両の種類は、「２ｔトラック」、「軽トラック」等を記入してください。 

※商品等の搬入・搬出のみに使用する場合は「駐車場の使用」の無に〇をつけてください。 

※駐車許可台数は原則１台ですが、会場によっては、駐車場を準備できない場合があります。 

※ケータリングカーにて販売を行う場合も、車両予定表に記入し、備考欄に「ケータリングカー」

と記載してください。 

 

３ 設営持込備品一覧表（亀山市実行委員会が設営する備品以外のもの） 

備品名 規格等 持込目的 

   

   

   

 ※電源、火気の使用に伴う備品を使用する場合は記入してください。（発電機・プロパンガス等） 
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様式第４号 

令和  年  月  日 

 

三重とこわか国体・三重とこわか大会亀山市実行委員会 

会 長  櫻 井 義 之  様 

 

申請者 住所                 

商号または名称  

代表者名             印  

電話番号 

 

誓 約 書 兼 承 諾 書  

 

  三重とこわか国体において、亀山市実行委員会が運営する競技会場への売店出店申請

にあたり、以下の項目について相違ない旨を誓約します。 

また、誓約内容確認のため、亀山市実行委員会が本承諾書を以って関係官公庁に調査、

照会することを承諾します。 

 

１ 三重とこわか国体亀山市売店設置運営要項を遵守します。 

 

２ 申請書提出日から起算して過去１年間に法令等に違反したことによる処分を受けてい

ません。また、飲食物を販売する場合、申請書提出日から起算して過去３年間に食中毒

発生等による行政処分を受けていません。 

 

３ 申請書提出日において、納税義務を履行しています。 

 

４ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６

号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）または法第２条第２号に規定する

暴力団もしくは、暴力団員と密接な関係を有する者（以下「暴力団員等」という。）で

はありません。 

 

５ 従業員として、暴力団員および暴力団員等を使用し、または雇用していません。 

 

６ 出店に際して、出店位置や出店時間等の運営方法について、亀山市実行委員会に異議

申し立てをしません。 
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様式第５号  

          亀 国 実 第   号 

令和  年  月  日 

 

様  

 

三重とこわか国体・三重とこわか大会亀山市実行委員会 

           会 長  櫻 井 義 之  

 

売 店 許 可 決 定 通 知 書 

 

三重とこわか国体において、亀山市実行委員会が運営する競技会場内の売店の出店につ

いて、下記の内容で決定しました。つきましては、下記指定口座または持参により  月  

日（  ）までに出店料の納付をお願いします。 

また、三重とこわか国体亀山市売店設置運営要項１３の規定に基づき、臨時営業許可を

必要とする出店者については、  月  日（  ）までに管轄保健所の収受印が押され

た許可申請書の写しの提出をお願いします。 

  

記 

 

１ 出 店 会 場                 （競技名：          ） 

 

２ 出 店 形 態 テント（  張） ・ ケータリングカー ・ その他（      ） 

 

３ 出 店 料          円 

 

４ 指定振込口座 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注意事項） 

 出店に関しては、三重とこわか国体亀山市売店設置運営要項を遵守すること。 
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様式第６号  

亀 国 実 第   号 

令和  年  月  日  

 

様  

 

三重とこわか国体・三重とこわか大会亀山市実行委員会 

会 長  櫻 井 義 之 

 

売 店 出 店 許 可 証 

 

三重とこわか国体において、亀山市実行委員会が運営する競技会場内の売店の出店につ

いて、下記のとおり許可します 。 

  

記 

 

許 可 番 号  

商号または名称  

代 表 者 氏 名  

所 在 地  

出店許可会場  

出店許可期間  

出店許可品目  

遵 守 事 項 

１ 本許可証は、求めに応じ提示できること。 

２ 売店設置運営に関しては、三重とこわか国体亀山市売店設置運

営要項および関係法令等を遵守すること 
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様式第７号  

 

 令和 年  月  日  

 

三重とこわか国体・三重とこわか大会亀山市実行委員会 

会 長 櫻 井 義 之  様  

 

申請者 住所                 

商号または名称  

代表者名            印  

電話番号 

 

売 店 出 店 料 免 除 申 請 書 

 

三重とこわか国体において、亀山市実行委員会が運営する競技会場内の売店出店料の免

除を受けたいので、三重とこわか国体亀山市売店設置運営要項１１（３）の規定に基づき

申請します 。 

  

記 

 

１ 出店希望会場                   （競技名：        ） 

 

２ 免除の理 由  該当項目の左欄に〇を記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法

律（平成２４年法律第５０号）に規定する障害者就労施設等 

 公共的目的を持って出店する国または地方公共団体 

 その他（                           ） 
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様式第８号  

 亀 国 実 第   号 

令和  年  月  日  

 

様  

 

三重とこわか国体・三重とこわか大会亀山市実行委員会 

会 長  櫻 井 義 之 

 

出 店 料 免 除 決 定 通 知 書 

 

三重とこわか国体において、亀山市実行委員会が運営する競技会場内の売店出店料につ

いて、次のとおり免除します。 

  

記 

 

１ 免除対象会場                 （競技名：          ） 

 

２ 免除後出店料          円 

 

３ 免 除 理 由                                  
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三重とこわか国体亀山市競技別リハーサル大会売店募集要領（案） 

 

１ 趣旨 

この要領は、「三重とこわか国体亀山市売店設置運営要項」（以下「要項」とい

う。）に基づき、三重とこわか国体亀山市競技別リハーサル大会における売店の募

集、設置および運営の実施に関して必要な事項を定めることとする。 

 

２ 設置場所、設置期間および募集数 

売店の設置場所及び設置期間は次の表のとおりとし、設置期間中の途中開設・閉

店は原則認めないものとする。 また、募集数と出店位置は、三重とこわか国体・

三重とこわか大会亀山市実行委員会（以下「実行委員会」という。）が現地の状況

等を勘案して指定する。 

 

 

 

 

３ 出店規模および設備 

（１）出店規模 

１店舗当たり１小間（２間×３間テント（約２０㎡））を基本とする。ただ

し、半小間（２間×３間テントの半分（約１０㎡））の単位で、出店の調整をす

る場合がある。また、キッチンカーについては、１台分のスペースを１区画とす

る。 

（２）設備 

１小間につき、実行委員会が次の設備を準備するものとする。 

なお、上記備品以外で必要な備品は、出店者で準備するものとする。 

 

４ 出店料 

要項１１（１）に規定する出店料は次のとおりとする。 

競技名 設置場所 設置期間 

ウエイトリフティング 西野公園体育館 令和２年１１月２２日～２６日 

設備品目 規格 数量 備考 

テ ン ト ２間×３間 １張 ４方横幕あり 

テーブル １８０ｃｍ×４５ｃｍ ６台  

椅 子 パイプ椅子 ４脚  

照明設備   必要に応じて設置する 
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出店者区分および出店料  

出店者区分 
出店料 

１小間 半小間 

市内に事業所、店舗等を有する出店者 3,000円／日 1,500円／日 

市内に事業所、店舗等を有しない出店者 6,000円／日 3,000円／日 

 

５ 販売品目 

要項５に規定する売店における販売品目は、次に掲げるものとする。 

（１）国体記念グッズ 

国民体育大会憲章または三重とこわか国体のマスコット「とこまる」を使用し

た商品で、それぞれ公益財団法人日本スポーツ協会または実行委員会の使用承認

を受けているもの。 

（２）スポーツ用品 

（３）郷土物産品および土産品 

（４）飲食品（アルコール飲料を除く。） 

ア 製造加工品 

食品衛生関係法令に規定する営業許可施設（以下「営業許可施設」とい

う。）において製造・加工されたもので、容器包装等により衛生的な措置が講

じられ、法令等の規定に基づく表示がなされているもの。 

イ 現場調理品 

売店において調理する食品は、簡易な調理、加工のみとし、あらかじめ営業

許可施設において下処理されたものを搬入して、提供直前に加熱処理を行う程

度とする。 

（５）宅配便等 

（６）その他実行委員会が特に必要と認めたもの 

 

６ 出店申請 

出店希望者は、要項９に定める様式を実行委員会事務局へ持参または郵送で受付

期間内（消印有効）に提出することとし、ファックスでの申し込みは受け付けない

こととする。 
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７ 受付期間 

出店申請の受付期間は次のとおりとする。 

競技名 受付期間 

ウエイトリフティング 令和２年７月１日～８月３１日 

 

８ 提出および問合せ先 

〒５１９―１１９２ 

三重県亀山市関町木崎９１９番地１（生活文化部文化スポーツ課内） 

三重とこわか国体・三重とこわか大会亀山市実行委員会 

 ＴＥＬ ０５９５-９６-１２２５ 

 E-mail kokutai@city.kameyama.mie.jp 

 

９ その他 

（１）実行委員会は、申請書類の内容確認のため、関係官公庁に照会または調査を依

頼することができるものとする。 

（２）各競技会場で選手・監督、視察員、報道員およびその他関係者への弁当の斡旋

や、大会参加者等への無料ドリンクサービス、郷土料理等のふるまいを実施する

場合がある。 
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参考資料



 



敬称略、順不同

委員会役職 所属機関・団体 役職 氏　　名

委員長 特定非営利活動法人　亀山市スポーツ協会 事務局長 小坂　平和

委員 亀山市スポーツ推進委員会 副会長 内田　雅仁

委員 亀山商工会議所 課長 加藤　優一朗

委員 一般社団法人　亀山青年会議所 理事長 山田　拓朗

委員 亀山市自治会連合会 副会長 栗本　暉已

委員 社会福祉法人　亀山市社会福祉協議会 事務局長 藤本　高尚

委員 一般社団法人　亀山市観光協会 事務局長 本間　一也

委員 亀山市小中学校長会 会長 服部　鋼一

委員 亀山市総合政策部政策課 課長 笠井　武洋

委員 亀山市総合政策部財務課 課長 田中　直樹

委員 亀山市生活文化部まちづくり協働課 課長 北川　明美

委員 亀山市生活文化部地域観光課 課長 木田　博人

委員 亀山市健康福祉部地域福祉課 課長 小林　恵太

副委員長 亀山市健康福祉部子ども未来課 参事兼課長 豊田　達也

委員 亀山市産業建設部産業振興課 課長 富田　真左哉

委員 亀山市教育委員会事務局教育総務課 課長 大泉　明彦

三重とこわか国体・とこわか大会亀山市実行委員会
総務企画専門委員会委員名簿
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三重とこわか国体・三重とこわか大会亀山市実行委員会会則 
 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 この会は、三重とこわか国体・三重とこわか大会亀山市実行委員会（以下「実

行委員会」という。）と称する。 

（目的） 

第２条 実行委員会は、第７６回国民体育大会において、亀山市で開催される競技会

（以下「競技会」という。）を実施するために、必要な準備および大会の総括的運

営に当たることを目的とする。 

（所掌事務等） 

第３条 実行委員会は前条の目的を達成するため、次に掲げる事務及び事業を行う。 

(1) 競技会の開催及び運営に必要な方針並びに計画の決定に関すること。 

(2) 競技会の開催及び運営に関すること。 

(3) 競技会の開催及びその準備に係る経費に関すること。 

 (4) 関係競技団体、その他関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。 

 (5) その他実行委員会の目的を達成するために必要な事務及び事業に関すること。 

 

第２章 組織 

（組織） 

第４条 実行委員会は、会長及び委員で構成し、委員は、次に掲げる者のうちから会

長が委嘱する。 

(1) 亀山市を代表する者 

(2) 亀山市議会を代表する者 

(3) 関係競技団体、関係団体及び関係機関を代表する者 

(4) その他会長が特に必要と認める者 

（役員） 

第５条 実行委員会に次の役員を置く 

(1) 会  長   １名 

(2) 副 会 長  若干名 

(3) 常任委員  ４０名以内 

(4) 監  事    ２名 

（役員の選任） 

第６条 会長は亀山市長をもって充てる。 

２ 副会長及び常任委員は、委員のうちから会長が指名する。 

22 
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３ 監事は、第４条に掲げる者のうちから会長が委嘱する。 

（役員の職務） 

第７条 会長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会

長が指定した順位により、その職務を代理する。 

３ 常任委員は、常任委員会を構成し、第１２条第６項に掲げる事項を審議する。 

４ 監事は、実行委員会の財務を監査する。 

（任期等） 

第８条 委員および役員（以下「委員等」という。）の任期は、委嘱されたときから

実行委員会の目的が達成されたときまでとする。ただし、委員等が就任時における

それぞれの所属機関又は団体の役職を離れたときは、その時点で委員等は辞職した

ものとみなし、その後任者が前任者の残任期間を務めるものとする。 

２ 会長は、委員等に特別の事情が生じたときは、その職を解くことができる。 

３ 会長は、前項の規定により委員等の変更があった場合は、次の総会において報告

する。 

４ 委員等は、無報酬とする。 

（顧問及び参与） 

第９条 実行委員会に、顧問及び参与を置くことができる。 

２ 顧問及び参与は、会長が委嘱する。 

３ 顧問は、重要な事項について、会長の諮問に応じて助言する。 

４ 参与は、会長が必要と認める事項について、会長の諮問に応じ助言を行う。 

５ 顧問及び参与の任期等は、前条の規定を準用する。 

 

   第３章 会議 

 （種類） 

第１０条 実行委員会に次の会議を置く。 

(1) 総会 

(2) 常任委員会 

(3) 専門委員会 

（総会） 

第１１条 総会は、会長及び委員をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。 

２ 総会は、次に掲げる事項について審議し、議決する。 

(1) 競技会の開催及び運営に係る基本方針等に関すること。 

(2) 事業計画及び事業報告に関すること。 

(3) 予算及び決算に関すること。 

-37-



(4) 会則の制定及び改廃に関すること。 

(5) 常任委員会に委任する事項に関すること。 

(6) その他重要な事項に関すること。 

３ 総会の議長は、会長又は会長の指名する副会長とする。 

４ 総会は、委員の過半数の出席がなければ開会し、議決することはできない。 

 ただし、総会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について、代理

人にその権限を委任し、又は書面により議決に加わることができる。 

５ 総会の議事は、出席委員（代理人にその権限を委任し、又は書面で議決に加わっ

た者を含む）の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによ

る。 

６ 会長は、必要に応じて顧問及び参与に総会への出席を求めることができる。 

（常任委員会） 

第１２条 常任委員会は、会長、副会長及び常任委員をもって構成し、必要に応じて

会長が招集する。 

２ 委員長は、会長をもって充てる。 

３ 副委員長は、副会長のうちから会長が指名する。 

４ 常任委員会の議長は、委員長又は委員長が指名した者がこれに当たる。 

５ 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。 

６ 常任委員会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。 

(1) 総会から委任された事項に関すること。 

(2) 専門委員会の設置及び専門委員会への委任に関すること。 

(3) 総会を招集するいとまのない緊急な事項に関すること。 

(4) その他委員長が必要と認める事項に関すること。 

７ 前条第４項及び第５項の規定は、常任委員会において準用する。 

８ 常任委員会は、第６項の規定により審議した事項及び次条第３項の規定により専

門委員会から報告があった事項を、必要に応じ次の総会に報告するものとする。 

９ 第８条の規定は、専門委員会の任期等について準用する。 

（専門委員会） 

第１３条 専門委員会は、会長が委嘱した専門委員をもって構成する。 

２ 専門委員会は、常任委員会から委任された事項について調査、審議し、その結果

を常任委員会に報告するものとする。 

３ 前２項の規定に定めるもののほか、専門委員会に関して必要な事項は、常任委員

会に諮った上で、会長が別に定める。 

４ 第８条の規定は、専門委員会の任期等について準用する。 
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第４章 会長の専決処分 

（会長の専決） 

第１４条 会長は、総会及び常任委員会（以下「総会等」という。）を招集するいと

まがないと認めるとき又は総会等の権限に属する事項のうち軽易なものについて

は、これを専決することができる。 

２ 会長は、前項の規定により専決したときは、これを次の総会等において報告し、

その承認を得なければならない。 

 

第５章 事務局 

（事務局） 

第１５条 実行委員会の事務を処理するため、亀山市生活文化部文化スポーツ課内に

事務局を置く。 

２ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

第６章 会計 

（経費） 

第１６条 実行委員会の経費は、負担金及びその他の収入をもって充てる。 

（事業計画及び予算） 

第１７条 実行委員会の事業計画及び予算については、総会の議決を得なければなら

ない。 

（事業報告及び決算） 

第１８条 実行委員会の事業報告及び決算については、監事の監査を経て、総会の承

認を得なければならない。 

（会計年度） 

第１９条 実行委員会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わ

る。 

２ 実行委員会の会計に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

第７章 解散 

（解散） 

第２０条 実行委員会は、その目的が達成されたときは、総会の議決を経て解散する。 

２ 実行委員会が解散するときに有する残余財産は、亀山市に帰属するものとする。 

 

第８章 補則 

（委任） 
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第２１条 この会則に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、会

長が別に定める。 

 

附 則  

この会則は、平成２９年８月２４日から施行する。 

附 則  

この会則は、平成３０年４月２７日から施行する。 

附 則  

１ この会則は、平成３１年１月３１日から施行する。 

２ この会則の施行の際、現に第７６回国民体育大会亀山市準備委員会の役員、委員、

顧問である者は、三重とこわか国体・三重とこわか大会亀山市実行委員会の役員、

委員、顧問に委嘱されたものとする。 

３ この会則の施行の際、現に制定されている第７６回国民体育大会亀山市準備委員

会の方針、計画及び関係規定等中「第７６回国民体育大会亀山市準備委員会」とあ

るものは、「三重とこわか国体・三重とこわか大会亀山市実行委員会」と読み替え

る。 

 

25 

25 

25 
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三重とこわか国体・三重とこわか大会亀山市実行委員会 
専門委員会規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、三重とこわか国体・三重とこわか大会亀山市実行委員会会則第

１３条第３項の規定に基づき、三重とこわか国体・三重とこわか大会亀山市実行委

員会専門委員会（以下「専門委員会」という。）の組織及び運営に関し、必要な事

項を定めるものとする。 

（専門委員会の名称等） 

第２条 専門委員会のそれぞれの名称並びに三重とこわか国体・三重とこわか大会亀

山市実行委員会常任委員会からの委任事項は、別表のとおりとする。 

（役員） 

第３条 専門委員会に次の役員を置く。 

(1) 委員長 １名 

(2) 副委員長 若干名 

（役員の選任） 

第４条 委員長及び副委員長は、専門委員のうちから三重とこわか国体・三重とこわ

か大会亀山市実行委員会会長（以下「会長」という。）が委嘱する。 

（役員の職務） 

第５条 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき、又は欠けたときはあら

かじめ委員長が指名した副委員長が、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 専門委員会は、必要に応じて委員長が招集する。 

２ 専門委員会の議長は、委員長がこれに当たる。 

３ 専門委員会は、専門委員の過半数の出席がなければ開催することができない。 

  ただし、専門委員会に出席できない専門委員は、あらかじめ通知された事項につ

いて、代理人に権限を委任し、又は書面で議決に加わることができる。 

４ 専門委員会の議決は、出席専門委員（代理人に権限を委任し、又は書面で議決に

加わった者を含む。）の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するとこ

ろによる。 

５ 専門委員会は、必要があると認めるときは、専門委員以外の者の出席を求め、そ

の意見又は、説明を聴くことができる。 

（専門部会） 

第７条 専門委員会は、必要があると認めるときは、専門委員会に専門部会を設置し、
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専門的事項について調査研究を行わせ、その結果を報告させることができる。 

２ 専門部会は、会長が委嘱した者（以下「部会委員」という。）をもって構成する。 

３ 第３条から第６条までの規定は、専門部会について準用する。ただし、この場合

において、これらの条文中「専門委員会」とあるのは、「専門部会」と、「委員長」

とあるのは「部会長」と、「副委員長」とあるのは「副部会長」と、「専門委員」と

あるのは「部会委員」と読み替えるものとする。 

４ 部会委員の任期は、専門委員の任期の例による。 

（委任） 

第８条 この規程に定めるもののほか、専門委員会及び専門部会の運営について必要

な事項は、それぞれ委員長及び部会長が別に定める。 

附 則  

この規定は、平成３１年１月３１日から施行する。 
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別表（第２条関係） 

名  称 委  任  事  項 

総務企画専門委員会 １ 総務企画に関すること。 

２ 財務に関すること。 

３ 広報に関すること。 

４ 市民運動に関すること。 

５ 歓迎・接伴に関すること。 

６ 他の専門委員会に属さない事項に関すること。 

競技式典専門委員会 １ 競技に関すること。 

２ 式典に関すること。 

３ 施設に関すること。 

宿泊衛生専門委員会 １ 宿泊に関すること。 

２ 医事・衛生に関すること。 

輸送交通専門委員会 １ 輸送・交通に関すること。 

２ 警備・消防に関すること。 
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